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東
ア
ジ
ア
仏
教
に
お
け
る
教
え
の
継
承
の
特
色小

野
嶋
　
祥
　
雄

【
要
旨
】

こ
の
た
び
の「
伝
灯
奉
告
法
要
」を
機
縁
と
し
て
、本
稿
で
は
、①「
伝
灯
」の
語
の
由
来
、②
相
承
の
形
態
、③
相
承
説
と
史
実
の
関
係
、

の
三
つ
の
視
点
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
お
け
る
教
え
の
継
承
の
特
色
を
概
観
し
た
。

こ
れ
ら
の
検
討
の
中
で
本
稿
で
は
、
教
え
が
代
々
相
承
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
伝
灯
」
の
語
は
、
漢
訳
仏
典
に
基
づ
き
展
開
し

た
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
お
い
て
成
立
し
定
着
し
た
用
語
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
お
け
る
教
え
の
継
承
の

特
色
と
い
う
視
点
を
通
じ
て
、「
伝
灯
奉
告
法
要
」
の
意
義
を
考
え
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一
、
は
じ
め
に

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
、
二
〇
一
六
年
十
月
か
ら
「
伝
灯
奉
告
法
要
」
が
勤
修
さ
れ
る
。
こ
の
「
伝
灯
奉
告
法
要
」
は
、
浄
土
真

宗
本
願
寺
派
が
刊
行
す
る
『
第
25
代
専
如
門
主 

伝
灯
奉
告
法
要 
団
体
参
拝
募
集
要
項
』
で
は
、以
下
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

専
如
門
主
は
、
平
成
26
年
６
月
６
日
に
法
義
の
伝
統
を
継
承
し
、
第
25
代
門
主
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
伝
灯
奉
告
法
要
は
、
宗
祖
親

鸞
聖
人
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
「
浄
土
真
宗
の
み
教
え
」（
法
灯
）
を
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
阿
弥
陀
如
来
と
親
鸞
聖
人
の
御
前
に

奉
告
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
こ
の
法
要
を
機
縁
と
し
て
、
お
念
仏
の
み
教
え
が
広
く
伝
わ
る
こ
と
を
願
い
、
宗
門
内
外
に
よ
び
か
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け
て
、
一
人
で
も
多
く
の
方
々
に
参
拝
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
し
て
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
宗
門
に
と
っ
て
大
切
な
ご
法

要
で
あ
り
ま
す（

1
（

。

真
宗
出
雲
路
派
の
「
伝
灯
4

4

奉
告
法
要
」、
真
宗
髙
田
派
の
「
伝
灯
4

4

奉
告
法
会
」。
ま
た
、
天
台
宗
の
「
天
台
座
主
傳
燈
4

4

相
承
式
」
な
ど
、

現
代
の
仏
教
教
団
で
は
新
た
な
門
主
や
座
主
の
就
任
に
際
し
て
、「
伝
灯
」
の
語
を
冠
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
法
要
が
営
ま
れ
る
。
こ
れ
ら

の
法
要
の
名
称
に
含
ま
れ
る
「
伝
灯
」
の
語
は
、
代
々
相
承
さ
れ
て
き
た
教
え
が
新
た
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
灯
火
に
喩
え
て
、
こ
の

よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、こ
う
し
た
意
味
で
の
「
伝
灯
」
の
語
の
用
例
は
、中
国
の
開
元
四
年
（
七
一
六
年
）
頃
に
浄
覚
（
六
八
三

〜
七
五
〇
？
年
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
禅
宗
の
歴
史
書
で
あ
る
『
楞
伽
師
資
記
』
に（

2
（

、

自
宋
朝
以
来
、
大
徳
禅
師
代
代
相
承
、
起
自
宋
求
那
跋
陀
羅
三
蔵
、
歴
代
伝
灯

4

4

4

4

、
至
于
唐
朝
、
惣
当
八
代
、
得
道
獲
果
、
有

二
十
四
人
也（

3
（

。

 

以
上
、宋
の
世
よ
り
こ
の
か
た
今
日
ま
で
、偉
大
な
禅
匠
で
世
代
を
追
っ
て
互
い
に
後
を
う
け
た
人
々
は
、宋
の
世
の
グ
ナ
バ
ッ

ダ
ラ
三
蔵
に
は
じ
ま
り
、
代
々
真
理
の
燈
火
を
つ
た
え

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
こ
ん
に
ち
唐
の
世
に
至
る
ま
で
あ
た
か
も
八
代
で
あ
り
、
真
理
を
得
、

悟
り
に
達
し
た
も
の
は
、
す
べ
て
二
十
四
人
い
る（

4
（

。

と
あ
り
、
求
那
跋
陀
羅
（
三
九
四
〜
四
六
八
年
）
か
ら
神
秀
（
？
〜
七
〇
六
年
）
の
弟
子
に
至
る
北
宗
禅
の
八
代
の
相
承
を
説
く
中
に

見
ら
れ
、
ま
た
、
日
本
の
仏
教
に
お
い
て
の
用
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
管
見
の
限
り
、
教
え
が
代
々
相
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
表
す
言
葉
と
し
て
、
漢
訳
経
論
の
中
か
ら
「
伝
灯
」
の
語
を

直
接
的
に
検
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
教
え
が
代
々
相
承
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
伝
灯
」
の
語
は
、
漢
訳
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仏
典
に
基
づ
き
展
開
し
た
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
お
い
て
成
立
し
定
着
し
た
用
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
伝
灯
」
の
語
の
由
来
の
検
討
を
中
心
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
に
お
け
る
教
え
の
継
承
の
特
色
を
概
観
す
る

こ
と
で
、
こ
の
度
の
「
伝
灯
奉
告
法
要
」
を
考
え
る
一
助
と
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
に
お
け
る
教
え
の
継
承
の
特
色
す

べ
て
を
網
羅
す
る
こ
と
は
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
困
難
で
あ
る
の
で
、
①
「
伝
灯
」
の
語
の
由
来
、
②
相
承
の
形
態
、
③
相
承
説
と
史

実
と
の
関
係
。
こ
の
三
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

二
、「
伝
灯
」
の
語
の
由
来

先
ず
始
め
に
、漢
訳
仏
典
中
に
見
ら
れ
る
訳
語
と
し
て
の
「
伝
灯
」
の
用
例
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
前
に
も
述
べ
た
通
り
、

漢
訳
さ
れ
た
経
・
律
・
論
の
中
に
「
伝
灯
」
の
語
そ
の
も
の
を
検
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
漢
訳
仏
典
に

見
ら
れ
る
「
伝
灯
」
の
語
は
、
波
羅
頗
蜜
多
羅
（
五
六
五
〜
六
三
三
年
）
に
よ
っ
て
六
三
〇
か
ら
六
三
二
年
に
か
け
て
翻
訳
さ
れ
た
、

龍
樹
造
『
中
論
』
に
対
す
る
注
釈
書
で
あ
る
、
清
弁
『
般
若
灯
論
釈
』
巻
十
五
「
観
世
諦
縁
起
品
第
二
十
六
」
の
一
例
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
『
般
若
灯
論
釈
』
に
見
ら
れ
る
「
伝
灯
」
の
語
も
、

復
次
、
無
中
陰
者
言
、「
従
死
有
相
続
至
生
有
時
、
如
授
経
、
如
伝
灯
、
如
行
印
、
如
鏡
像
現
、
如
空
声
響
、
如
水
中
日
月
影
、

如
種
子
生
芽
、
如
人
見
酢
口
中
生
涎
、
如
是
後
陰
相
続
起
時
、
無
有
中
陰
往
来
伝
此
向
彼
。
是
故
智
者
応
如
是
解
。（
後
略
）」（

5
（

。

ま
た
次
に
、中
有
は
存
在
し
な
い
と
い
う
者
は
、「
死
の
瞬
間
か
ら
相
続
し
て
次
の
生
に
至
る
時
に
は
、授
経
、灯
火
4

4

、印
と
印
影
、

鏡
と
影
像
、
声
と
こ
だ
ま
、
水
中
の
日
月
の
影
、
種
子
と
芽
、
酢
と
口
の
中
の
涎
な
ど
の
よ
う
に
、
後
陰
の
相
続
が
起
こ
る
時
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に
は
、
中
有
が
一
つ
の
生
存
か
ら
他
の
生
存
へ
と
移
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
賢
者
は
こ
の
よ
う
に
理

解
し
な
い
と
い
け
な
い
。（
後
略
）」
と
言
う（

6
（

。

と
あ
る
通
り
、
教
え
の
継
承
に
つ
い
て
の
文
脈
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
漢
訳
経
論
中
に
は
「
教
え
が
代
々
相
承
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味

で
の
「
伝
灯
」
の
語
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る（

7
（

。

そ
こ
で
改
め
て
「
伝
灯
」
の
語
の
由
来
に
つ
い
て
の
検
討
範
囲
を
、
漢
訳
経
論
中
に
種
々
に
見
ら
れ
る
、
教
え
が
継
承
さ
れ
る
こ
と

を
灯
火
に
喩
え
る
用
例
に
ま
で
広
げ
て
考
え
て
い
き
た
い（

8
（

。
こ
の
検
討
結
果
に
つ
い
て
先
に
結
論
か
ら
言
え
ば
、
教
え
の
継
承
を
灯
火

に
喩
え
て
説
く
用
例
に
は
説
相
の
異
な
る
二
つ
の
系
統
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
ず
第
一
の
系
統
は
、
仏
陀
跋
陀
羅
訳
『
達
摩
多
羅
禅
経
』
に
、

仏
滅
度
後
尊
者
大
迦
葉
、
尊
者
阿
難
、
尊
者
末
田
地
、
尊
者
舍
那
婆
斯
、
尊
者
優
波
崛
、
尊
者
婆
須
蜜
、
尊
者
僧
伽
羅
叉
、
尊
者

達
摩
多
羅
、
乃
至
尊
者
不
若
蜜
多
羅
、
諸
持
法
者
以
此
慧
灯4

次
第
伝4

授（
5
（

。

仏
滅
度
の
後
、
尊
者
大
迦
葉
、
尊
者
阿
難
、
尊
者
末
田
地
、
尊
者
舍
那
婆
斯
、
尊
者
優
波
崛
、
尊
者
婆
須
蜜
、
尊
者
僧
伽
羅
叉
、

尊
者
達
摩
多
羅
か
ら
尊
者
不
若
蜜
多
羅
に
至
る
ま
で
、
諸
々
の
持
法
の
尊
者
が
こ
の
知
恵
の
灯
火
4

4

を
次
第
し
て
伝4

授
す
る
。

と
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
大
迦
葉
か
ら
不
若
蜜
多
羅
に
至
る
ブ
ッ
ダ
滅
後
の
教
え
の
相
承
が
説
か
れ
、
そ
の
中
で
「
伝

灯
」
の
語
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、「
慧
灯4

次
第
伝4

授
」
の
文
句
に
よ
っ
て
「
教
え
が
代
々
相
承
さ
れ
る
」
こ
と
が
灯
火
が
伝
る
こ
と

に
喩
え
て
説
か
れ
て
い
る
。

次
に
第
二
の
系
統
は
、鳩
摩
羅
什
（
三
四
四
〜
四
一
三
年
／
三
五
〇
〜
四
〇
九
）
の
翻
訳
に
よ
る
『
維
摩
詰
所
説
経
』
や
『
大
智
度
論
』
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に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

鳩
摩
羅
什
訳
『
維
摩
詰
所
説
経
』
巻
一
「
菩
薩
品
第
四
」

維
摩
詰
言
「
諸
姉
、
有
法
門
。
名
無
尽
灯
。
汝
等
当
学
。
無
尽
灯
者
、
譬
如
一
灯
燃
百
千
灯
。
冥
者
皆
明
、
明
終
不
尽
。
如
是
、

諸
姉
、
夫
一
菩
薩
開
導
百
千
衆
生
、
令
発
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
、
於
其
道
意
亦
不
滅
尽
、
隨
所
説
法
、
而
自
増
益
一
切
善
法
。

是
名
無
尽
灯
也
。
…（

9
（

」。

維
摩
は
、「
み
な
さ
ん
。
不
滅
の
燈
火
（
無
尽
燈
）
と
呼
ば
れ
る
教
え
が
あ
る
〔
か
ら
〕、
あ
な
た
た
ち
は
〔
こ
れ
に
〕
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
こ
の
〕
不
滅
の
燈
火
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
一
燈
か
ら
〔
一
燈
と
〕
百
千
の
燈
火
に
火
が
と
も
さ
れ

て
行
っ
て
、
火
の
つ
か
な
か
っ
た
も
の
が
す
べ
て
明
る
く
な
り
、〔
そ
の
〕
明
る
さ
が
つ
い
に
消
え
な
い
よ
う
に
、
ち
ょ
う
ど

こ
の
よ
う
に
、
み
な
さ
ん
、
一
人
の
菩
薩
が
百
千
の
ひ
と
た
ち
に
〔
教
え
を
〕
説
き
勧
め
て
、
最
高
至
上
の
さ
と
り
を
を
求

め
る
心
を
お
こ
さ
せ
、
ま
た
〔
み
ず
か
ら
〕
そ
の
さ
と
り
を
願
う
心
を
失
う
こ
と
が
な
く
、
仏
の
説
か
れ
た
教
え
に
隨
っ
て
、

進
ん
で
す
べ
て
正
し
い
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
も
推
し
広
め
て
行
く
こ
と
を
、
不
滅
の
燈
火
と
呼
ぶ
の
で
す
。
…
」
と（

（1
（

。

龍
樹
造
／
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
巻
百
「
釈
囑
累
品
第
九
十
」

阿
難
雖
復
利
根
、
心
向
声
聞
、
但
一
身
求
度
、
是
故
三
告
、
所
以
囑
累
者
、
為
不
令
法
滅
故
。
汝
当
教
化
弟
子
、
弟
子
復
教
余
人
、

展
転
相
教
。
譬
如
一
灯
復
然
余
灯
、
其
明
転
多（

（（
（

。

阿
難
は
す
ぐ
れ
た
資
質
を
そ
な
え
て
い
た
が
、
ブ
ッ
ダ
の
弟
子
の
位
置
に
満
足
し
、
自
分
の
悟
り
だ
け
を
求
め
る
傾
向
が
あ
っ

た
の
で
、ブ
ッ
ダ
は
三
度
も
警
告
を
し
た
の
で
あ
り
、か
れ
に
滅
後
の
こ
と
を
託
し
た
の
は
、法
を
消
滅
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
「
汝
は
必
ず
弟
子
を
教
え
て
、
弟
子
は
ま
た
他
の
人
を
教
え
て
、
次
々
に
互
い
に
教
え
を
広
め
、
た
と
え
ば
一
つ
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の
灯
火
が
他
に
も
え
う
つ
る
と
、
そ
の
明
る
さ
が
い
よ
い
よ
大
き
く
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
系
統
で
の
教
え
の
継
承
を
灯
火
に
喩
え
る
用
例
は
、
先
の
『
達
摩
多
羅
禅
経
』
が
特
定
の
人
物
の
間
で
代
々
と
教
え
が
継
承
さ

れ
て
い
く
様
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、『
維
摩
詰
所
説
経
』
で
は
「
一
灯
の
百
千
の
灯
を
燃
や
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
不
特
定
多
数
に
教
え
が
続
々
と
広
が
っ
て
い
く
様
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
漢
訳
仏
典
の
中
に
説
か
れ
る
教
え
の
継
承
を
灯
火
に
喩
え
る
用
例
に
は
、
そ
の
継
承
の
あ
り
方
に
つ
い
て
全
く
異

な
っ
た
様
相
を
説
く
二
系
統
の
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。
な
お
、
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
者
に
お
け
る
「
伝
灯
」
の
語
の
用
例
は
、
こ
れ
ら
漢

訳
経
論
中
の
二
系
統
の
用
例
を
由
来
と
す
る
こ
と
か
ら
、「
特
定
の
人
物
の
間
で
代
々
と
教
え
が
継
承
さ
れ
て
い
く
様
を
示
す
」
場
合

と
、「
不
特
定
多
数
に
教
え
が
続
々
と
広
が
っ
て
い
く
様
を
示
す
」
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
ち
ら
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、「
伝
灯
」
の
語
の
み
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
、前
後
の
文
脈
で
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
宗
密
（
七
八
〇
〜
八
四
一
年
）
の
『
円
覚
経
大
疏
釈
義
鈔
』
巻
三
下
に
は
、

疏
「
展
転
于
今
」
等
者
、
西
域
二
十
八
祖
、
此
方
七
祖
、
相
承
伝
法
。
如
一
灯
照
百
千
灯
、
冥
者
皆
明
、
明
終
無
尽
。
伝
灯
之
喩
、

如
浄
名
経（

（1
（

。

『
円
覚
経
大
疏
』
に
「〔
ブ
ッ
ダ
か
ら
迦
葉
に
教
え
が
託
さ
れ
〕
次
々
に
伝
わ
り
今
に
至
る
」
な
ど
と
あ
る
の
は
、
西
域
の

二
十
八
祖
、
こ
の
中
国
の
七
祖
と
相
承
し
て
教
え
が
伝
わ
る
こ
と
を
い
う
。
一
燈
か
ら
〔
一
燈
と
〕
百
千
の
燈
火
に
火
が
と
も

さ
れ
て
行
っ
て
、
火
の
つ
か
な
か
っ
た
も
の
が
す
べ
て
明
る
く
な
り
、〔
そ
の
〕
明
る
さ
が
つ
い
に
消
え
な
い
。
こ
の
灯
火
を

伝
え
る
喩
え
は
、『
維
摩
経
』
に
説
か
れ
る
通
り
で
あ
る
。
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と
あ
り
、
禅
宗
の
相
承
説
で
あ
る
二
十
八
祖
説
を
説
く
文
脈
の
中
で
、
本
来
は
「
不
特
定
多
数
に
教
え
が
続
々
と
広
が
っ
て
い
く
様
を

示
す
」
こ
と
を
説
く
『
維
摩
経
』
の
灯
火
の
喩
え
を
引
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
通
り
、「
伝
灯
奉
告
法
要
」
の
法
要
名
に
冠
せ
ら
れ
る
「
伝
灯
」
の
語
の
由
来
は
、
漢
訳
経
論
の
中
に
説
か
れ
る
、
教
え
が

継
承
さ
れ
る
こ
と
を
灯
火
に
喩
え
る
用
例
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
そ
の
喩
え
に
は
、「
特
定
の
人
物
の
間
で
代
々
と
教
え
が
継
承

さ
れ
て
い
く
様
を
示
す
」
場
合
と
、「
不
特
定
多
数
に
教
え
が
続
々
と
広
が
っ
て
い
く
様
を
示
す
」
場
合
の
異
な
る
二
つ
の
系
統
が
認

め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
者
の
著
作
に
見
ら
れ
る
「
伝
灯
」
の
語
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
二
つ
の
系
統
の
ど
ち
ら
の
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
は
、「
伝
灯
」
の
語
の
み
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
前
後
の
文
脈
で
判
断
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

三
、
教
え
の
相
承
の
形
態

東
ア
ジ
ア
の
仏
教
で
は
、
自
か
ら
の
学
派
や
宗
派
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
一
宗
と
し
て
独
立
す
る
た
め
に
、
自
身

が
依
っ
て
立
つ
教
え
の
系
譜
を
示
す
相
承
説
・
祖
統
説
が
主
張
さ
れ
た
。
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
お
い
て
、
自
説
の
正
統
性
を
主
張
す

る
に
際
し
て
相
承
を
重
視
す
る
の
は
、
三
論
学
派
の
大
成
者
で
あ
る
吉
蔵
（
五
四
九
〜
六
二
三
年
）
に
始
ま
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

末
光
愛
正
氏
の
研
究
に
依
れ
ば
、
吉
蔵
は
自
身
の
学
説
の
正
統
性
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
面
受
」
や
「
相
承
」
の
語
句
を
自
身

の
著
作
の
中
で
頻
繁
に
用
い
、『
大
乗
玄
論
』
巻
三
「
仏
性
義
」
で
は
、

問
、
真
諦
為
仏
性
、
何
経
所
出
、
承
習
是
誰
。
無
有
師
資
、
亦
無
証
句
、
故
不
可
用
也
。（
中
略
）
得
仏
理
為
仏
性
者
、
此
是
零
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根
僧
正
所
用
。
此
義
最
長
、
然
闕
無
師
資
相
伝
。
学
問
之
体
要
須
依
師
承
習（

（1
（

。

問
う
。
真
諦
を
仏
性
と
す
る
こ
と
は
、
何
れ
の
経
典
に
説
か
れ
、
誰
か
ら
習
い
受
け
た
も
の
で
あ
る
の
か
。〔
こ
の
説
に
は
〕

師
資
相
承
が
無
く
、ま
た
証
拠
と
な
る
経
典
の
文
句
が
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら〔
こ
の
説
は
〕採
用
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
中
略
）
仏
の
理
を
証
得
す
る
こ
と
を
仏
性
と
す
る
の
は
、
こ
れ
は
零
根
僧
正
が
採
用
す
る
説
で
あ
る
。
こ
の
義
は
最
も
勝
れ

て
い
る
が
、
師
資
の
相
伝
を
欠
い
て
い
る
。
学
問
の
体
は
必
ず
師
に
依
っ
て
習
い
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
述
べ
、
学
説
の
妥
当
性
に
「
証
句
の
有
無
」
と
共
に
「
師
資
相
伝
の
有
無
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
相
承
説
・

祖
統
説
の
観
点
か
ら
吉
蔵
以
後
の
中
国
仏
教
を
概
観
し
て
み
る
と
、
唐
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て
禅
宗
が
隆
盛
を
極
め
る
な
か
で
、
景
徳

元
年（
一
〇
〇
四
年
）に
道
原
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
、過
去
七
仏
か
ら
イ
ン
ド
の
二
十
八
祖
と
、中
国
の
六
祖
を
経
て
法
眼
文
益（
八
八
五

〜
九
五
八
年
）
の
弟
子
に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ
五
十
二
代
に
わ
た
る
禅
の
相
承
の
系
譜
を
記
し
た
『
景
徳
伝
灯
4

4

録
』
な
ど
、
相
承
の
系

譜
を
記
し
た
「
灯
史
」
が
盛
ん
に
著
さ
れ
、
相
承
説
や
祖
統
説
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
禅
宗
の
影
響
を
受
け
る

か
た
ち
で
、
華
厳
宗
な
ど
の
宗
派
も
宋
代
に
入
っ
て
相
承
説
や
祖
統
説
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
と
さ
れ
る（

（1
（

。

ま
た
、
日
本
の
仏
教
は
、
こ
う
し
た
中
国
で
の
動
向
を
受
け
て
相
承
説
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
法
然
（
一
一
三
三
〜

一
二
一
二
年
）
の
時
代
に
は
、
そ
の
相
承
説
の
有
無
が
一
宗
独
立
の
要
件
と
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
た
め
に
、『
選
択
集
』
に
、

問
曰
、聖
道
家
諸
宗
各
有
師
資
相
承
。
謂
如
天
台
宗
者
、慧
文･
南
岳･

天
台･

章
安･

智
威･

慧
威･

玄
朗･

湛
然
、次
第
相
承
。

如
真
言
宗
者
、
大
日
如
来･

金
剛
薩
埵･

龍
樹･

龍
智･

金
智･
不
空
、
次
第
相
承
。
自
余
諸
宗
又
各
有
相
承
血
脈
。
而
今
所
言

浄
土
宗
有
師
資
相
承
血
脈
譜
乎
。
答
曰
、如
聖
道
家
血
脈
浄
土
宗
亦
有
血
脈
。
但
於
浄
土
一
宗
諸
家
不
同
。
所
謂
廬
山
慧
遠
法
師
、

慈
愍
三
藏
、
道
綽･

善
導
等
是
也
。
今
且
依
道
綽･

善
導
之
一
家
論
師
資
相
承
血
脈
者
、
此
亦
有
両
説
。
一
者
菩
提
流
支
三
藏･



浄土真宗総合研究 10

39

慧
寵
法
師･

道
場
法
師･

曇
鸞
法
師･

大
海
禅
師･

法
上
法
師
〈
已
上
出
安
楽
集
〉。
二
者
菩
提
流
支
三
藏･

曇
鸞
法
師･

道
綽

禅
師･

善
導
禅
師･

懷
感
法
師･

少
康
法
師
〈
已
上
出
唐
宋
両
伝
〉（

（1
（

。

問
う
。
聖
道
家
の
諸
宗
に
は
そ
れ
ぞ
れ
師
資
相
承
が
あ
る
。
天
台
宗
で
は
、
慧
文･

南
岳･

天
台･

章
安･

智
威･

慧
威･

玄

朗･
湛
然
、
と
次
第
相
承
す
る
。
真
言
宗
で
は
、
大
日
如
来･

金
剛
薩
埵･

龍
樹･

龍
智･

金
智･

不
空
、
と
次
第
相
承
す
る
。

そ
の
他
の
諸
宗
に
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
相
承
の
血
脈
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
ま
い
う
と
こ
ろ
の
浄
土
宗
に
も
師
資
相

承
の
血
脈
の
系
譜
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
る
。
聖
道
家
の
血
脈
の
よ
う
に
浄
土
宗
に
も
ま
た
〔
相
承
の
〕
血
脈

が
あ
る
。
た
だ
し
浄
土
一
宗
に
お
い
て
も
諸
家
は
同
じ
で
は
な
い
。
廬
山
の
慧
遠
法
師
の
系
譜
、
慈
愍
三
蔵
の
系
譜
、
道
綽･

善
導
等
の
系
譜
が
あ
る
。
今
は
道
綽
・
善
導
の
系
譜
に
よ
っ
て
師
資
相
承
の
血
脈
を
論
じ
れ
ば
、
こ
れ
に
ま
た
両
説
が
あ
る
。

一
に
は
菩
提
流
支
三
藏･
慧
寵
法
師･

道
場
法
師･

曇
鸞
法
師･

大
海
禅
師･

法
上
法
師
で
あ
る
〈
以
上
は
『
安
楽
集
』
に
説

か
れ
る
も
の
で
あ
る
〉。
二
に
は
菩
提
流
支
三
藏･

曇
鸞
法
師･

道
綽
禅
師･

善
導
禅
師･

懷
感
法
師･

少
康
法
師
で
あ
る〈
以

上
は
唐･

宋
の
両
方
の
伝
記
に
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
〉。

と
あ
り
、「
浄
土
宗
」
に
も
天
台
宗
や
真
言
宗
の
他
宗
と
同
じ
く
独
自
の
相
承
の
血
脈
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
で
は
、
自
ら
の
学
派
や
宗
派
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
や
、
一
宗
と
し
て
独
立
す
る
た
め
に
、

実
に
多
く
の
相
承
説
が
立
て
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
相
承
説
の
中
で
説
か
れ
る
「
教
え
が
相
承
さ
れ
る
形
態
」
も
実
に
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
が
あ
る
。『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
四
巻
「
相
承
」
の
項
目
に
は
、
相
承
の
形
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
要
を
得
た
説
明
が
な
さ

れ
て
い
る
。

其
の
他
の
諸
宗
諸
派
に
於
て
各
相
承
伝
授
の
説
あ
り
と
雖
も
、
之
を
大
別
す
る
に
二
種
を
出
で
ざ
る
が
如
し
。
即
ち
一
は
師
資
親
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し
く
面
授
し
て
口
決
し
、
血
脈
譜
又
は
衣
鉢
等
を
伝
承
す
る
も
の
、
他
は
面
授
親
聞
に
依
ら
ず
、
経
巻
に
依
憑
し
、
若
し
く
は
夢

告
等
に
依
り
て
法
義
を
相
承
す
る
も
の
を
云
う
。
前
者
を
師
資
相
承
、嫡
嫡
相
承
、直
接
相
承
、口
授
相
承
、口
決
相
承
、知
識
相
承
、

付
法
相
承
等
と
称
し
、
禅
宗
二
十
八
祖
等
の
如
き
即
ち
此
の
種
に
属
す
。
後
者
を
依
用
相
承
、
経
巻
相
承
等
と
称
し
、
円
戒
の
霊

山
相
承
、
浄
土
の
八
祖
相
承
、
日
蓮
の
内
相
承
の
如
き
即
ち
之
に
当
る（

（1
（

。

こ
の
相
承
説
の
分
類
は
浄
土
宗
の
鸞
宿
（
一
六
八
二
〜
一
七
五
〇
年
）
の
『
浄
土
伝
灯
総
系
譜
』
巻
上
（『
浄
土
宗
全
書
』
十
九
巻
・

二
）
の
記
述
に
基
づ
く
も
の
で
、
直
接
的
な
教
え
の
継
承
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
二
種
に
相
承
説
が
分
類
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
こ
の
中
で

注
目
さ
れ
る
の
は
、
相
承
説
の
中
で
説
か
れ
る
教
え
が
継
承
さ
れ
る
形
式
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
、
必
ず
し
も
直
接
的
な
面
授
に
限

る
相
承
だ
け
で
は
な
く
、
夢
告
や
経
典
な
ど
に
基
づ
く
相
承
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
仏
教
に
お
け
る
教
え
の

継
承
の
形
態
と
い
え
ば
、
伝
え
る
側
と
伝
え
ら
れ
る
側
と
が
対
面
し
て
教
え
が
継
承
さ
れ
る
「
師
資
相
承
」
の
印
象
が
強
く
、
ま
た
、

教
え
が
相
承
さ
れ
た
こ
と
の
証
明
と
し
て
伝
法
衣
・
印
可
条
・
譲
り
状
な
ど
の
証
拠
と
な
る
物
が
授
け
ら
れ
る
と
い
う
印
象
を
強
く
抱

く
こ
と
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
多
様
な
教
え
の
継
承
の
有
り
方
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

四
、
相
承
説
と
史
実

最
後
に
、
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
お
い
て
各
学
派
や
宗
派
な
ど
で
説
か
れ
る
相
承
説
と
史
実
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
近
代

に
も
た
ら
さ
れ
た
仏
教
学
で
は
、
実
証
主
義
的
か
つ
客
観
的
な
立
場
か
ら
、
教
団
が
伝
承
し
て
き
た
相
承
説
が
批
判
的
に
検
証
さ
れ
て

き
た
。
そ
う
し
た
検
証
の
中
で
、
禅
宗
が
立
て
る
、
達
磨
→
恵
可
→
僧
璨
→
道
信
→
弘
忍
→
慧
能
の
六
祖
の
相
承
説
の
よ
う
に
、
い
く

つ
か
の
相
承
説
は
そ
の
歴
史
的
事
実
が
疑
わ
れ
、
後
代
の
意
図
的
な
創
作
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
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た
し
か
に
、
達
磨
か
ら
慧
能
へ
と
至
る
六
祖
の
相
承
は
、
神
会
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
、
歴
史
的
事
実
と
は
認
め
が
た
い
。

し
か
し
、
柳
田
聖
山
氏
が
『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』
の
中
で
、

か
く
て
、
灯
史
の
書
は
決
し
て
単
な
る
歴
史
的
事
実
を
記
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
宗
教
的
な
伝
承
の
表
現
で
あ
る
。
其
ら

は
作
ら
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
歴
史
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
伝
承
的
な
説
話
の
一
つ
一
つ
に
、
敢
え

て
虚
構
と
言
う
な
ら
ば
、
虚
構
さ
れ
る
必
然
的
な
理
由
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
此
処
で
は
逆
に
歴
史
的
事
実
そ

の
も
の
ま
で
が
、
す
で
に
説
話
的
な
意
味
を
持
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
所
謂
、
史
実
で
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
、

其
等
の
説
話
を
一
概
に
否
定
し
去
る
だ
け
な
ら
ば
、
す
で
に
灯
史
を
読
む
資
格
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
灯
史
が
史
実
を
伝

え
る
の
み
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
自
明
の
前
提
だ
か
ら
で
あ
る
。
寧
ろ
虚
構
さ
れ
た
記
録
の
一
つ
一
つ
を
、
丹
念
に

吟
味
し
て
ゆ
く
過
程
に
於
て
、
逆
に
そ
れ
を
虚
構
し
た
人
々
の
、
歴
史
的
社
会
的
な
宗
教
本
質
を
明
ら
か
に
し
得
る
の
で
あ
り
、

所
謂
史
実
と
異
っ
た
別
の
次
元
の
史
実
が
、
歴
史
的
に
洗
い
出
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
灯
史
の
虚
構
は
、
あ
く
ま
で

灯
史
の
本
質
で
あ
っ
て
、
単
な
る
方
便
や
表
現
の
偶
然
で
は
な
い（

（1
（

。

と
述
べ
る
通
り
、
歴
史
的
事
実
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
相
承
説
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
を
読
み
解
い
て
い

く
こ
と
が
現
在
の
仏
教
研
究
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
柳
田
氏
の
「
灯
史
」
に
対
す
る
視
座
は
、「
灯
史
」
が
持
つ

書
物
と
し
て
の
性
質
を
汲
み
取
り
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
相
承
説
と
史
実
の
問
題
全
般
に
も
敷
衍
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
指
摘
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、
近
年
の
僧
伝
類
に
関
す
る
研
究
の
中
で
提
起
さ
れ
る
、
僧
侶
の
伝
記
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
伝
記
が
読
ま
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
自
体
が
宗
教
的
実
践
で
あ
っ
た
と
す
る
北
條
勝
貴
氏
の
研
究
や
、
こ
の
北
條
氏
の
研
究
を
参
照
し
、
玄
奘
三
蔵
の
伝
記
が
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唯
識
学
派
の
三
転
法
輪
説
に
基
づ
く
こ
と
を
指
摘
す
る
師
茂
樹
氏
の
研
究
も
、
相
承
説
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て

再
考
を
迫
る
貴
重
な
指
摘
で
あ
る
と
考
え
る（

11
（

。
つ
ま
り
、
相
承
説
が
立
て
ら
れ
そ
の
相
承
説
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
自

体
を
宗
教
的
実
践
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
の
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、
話
し
を
相
承
説
と
史
実
の
問
題
に
戻
し
た
い
。
相
承
説
と
史
実
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
近
代
以
前
の
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
者
が
抱
い
て
い
た
「
歴
史
的
事
実
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
改
め
て
問
う

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
代
の
我
々
が
抱
く
「
歴
史
的
事
実
」
に
対
す
る
感
覚
と
、
近
代
以
前
の
仏
教
者
が
有
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
「
歴
史
的
事
実
」
に
対
す
る
感
覚
が
同
じ
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
、
以
下
に

後
世
へ
の
僧
伝
類
の
模
範
と
も
な
っ
た
、
中
国
梁
代
の
僧
侶
で
あ
る
慧
皎
（
四
九
七
〜
五
五
四
年
）
が
著
し
た
『
高
僧
伝
』
か
ら
示
し

て
み
た
い
。

中
国
へ
の
仏
教
伝
来
か
ら
梁
代
ま
で
に
活
躍
し
た
僧
侶
の
事
蹟
を
記
し
た
『
高
僧
伝
』
十
四
巻
に
は
、
そ
の
著
者
で
あ
る
慧
皎
が
歴

史
的
事
実
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
示
す
記
述
が
存
在
す
る
。
先
ず
、『
高
僧
伝
』
巻
一
「
訳
経
上
」
に
は
、

安
世
高
（
？
〜
一
七
〇
年
頃
）
の
事
蹟
を
述
べ
る
中
に
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

余
訪
尋
衆
録
、
紀
載
高
公
互
有
出
沒
。
将
以
権
迹
隠
顕
応
廃
多
端
、
或
由
伝
者
紕
繆
致
成
乖
角
、
輒
備
列
衆
異
、
庶
或
可
論（

1（
（

。

私
が
多
く
の
記
録
に
当
た
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
高
公
に
つ
い
て
の
記
載
に
は
互
い
に
出
入
り
が
あ
る
。
あ
る
い
は
仮
の
姿
は
隠

顕
さ
ま
ざ
ま
、
人
々
の
は
た
ら
き
か
け
に
応
じ
た
り
応
じ
な
か
っ
た
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
記
録

を
伝
え
た
者
が
間
違
っ
て
い
て
矛
盾
を
き
た
し
た
た
め
で
あ
ろ
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
列
挙
し
て
み
る
な
ら
ば
、

あ
る
い
は
す
っ
き
り
で
き
る
か
も
知
れ
な
い（

11
（

。
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慧
皎
は
安
世
高
に
つ
い
て
の
記
録
に
出
没
や
矛
盾
が
あ
る
理
由
に
つ
い
て
、
①
仮
の
姿
は
隠
顕
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
、
②
記
録
者

の
伝
え
間
違
い
、
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
中
、
②
の
視
点
は
現
代
の
我
々
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
①
の
視
点
に
つ
い
て

は
慧
皎
に
と
っ
て
の
事
実
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
つ
ま
り
、
慧
皎
は
安
世
高
の
事
蹟
を
記
録
し

た
文
献
に
矛
盾
が
あ
る
理
由
と
し
て
、
安
世
高
の
よ
う
な
聖
者
は
機
に
応
じ
て
こ
の
世
に
姿
を
現
す
存
在
で
あ
る
か
ら
と
理
解
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
高
僧
伝
』
巻
三
「
訳
経
下
」
で
は
、

余
歴
尋
遊
方
沙
門
、
記
列
道
路
時
或
不
同
、
仏
鉢
頂
骨
処
亦
乖
爽
。
将
知
遊
往
天
竺
非
止
一
路
、
頂
鉢
霊
遷
時
屆
異
土
、
故
伝
述

見
聞
難
以
例
也（

11
（

。

私
は
外
国
に
旅
を
し
た
沙
門
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
調
べ
て
い
る
が
、
道
程
の
記
録
は
時
と
し
て
異
な
り
、
仏
鉢
や
頂
骨
の
所
在

地
も
く
い
違
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
天
竺
に
出
か
け
る
の
に
は
一
つ
の
ル
ー
ト
だ
け
で
は
な
い
の
だ
と
分
か
る
し
、
頂
骨

と
仏
鉢
は
不
思
議
に
移
動
し
て
時
と
し
て
よ
そ
の
土
地
に
至
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
言
い
伝
え
と
実
際
の
見
聞
と

は
一
概
に
一
致
し
が
た
い
の
で
あ
ろ
う（

11
（

。

と
述
べ
、
外
国
を
旅
し
た
僧
侶
の
記
録
の
中
で
仏
鉢
や
頂
骨
の
所
在
地
が
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
仏
鉢
や
頂
骨
が
不
思
議
に
移
動
し

た
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
『
高
僧
伝
』
の
記
述
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
慧
皎
は
聖
者
や
仏
鉢
・
頂
骨
の
聖
遺
物
と
い
っ

た
聖
性
を
有
す
る
存
在
に
対
し
て
不
思
議
な
は
た
ら
き
を
認
め
、
そ
れ
を
歴
史
的
事
実
と
し
て
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
近
代
以
前
の
仏
教
者
が
慧
皎
の
よ
う
な
歴
史
認
識
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
な
検
討
を
要
す

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
歴
史
的
事
実
」
の
捉
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、
相
承
説
と
歴
史
的
事
実
の
問
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題
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

以
上
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
に
お
け
る
教
え
の
継
承
の
特
色
に
つ
い
て
、
①
「
伝
灯
」
の
語
の
由
来
、
②
相
承
の
形
態
、
③
相
承
説
と
史

実
と
の
関
係
、
の
三
点
か
ら
見
て
き
た
。
最
後
に
、
①
の
「
伝
灯
」
の
語
の
由
来
、
を
検
討
す
る
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
中
心
と

し
て
、
改
め
て
こ
の
度
の
「
伝
灯
奉
告
法
要
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

 

「
伝
灯
奉
告
法
要
」
の
法
要
名
に
冠
せ
ら
れ
る
「
伝
灯
」
の
語
の
由
来
は
、
漢
訳
経
論
の
中
に
説
か
れ
る
、
教
え
が
継
承
さ
れ
る
こ

と
を
灯
火
に
喩
え
る
用
例
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
そ
の
喩
え
に
は
、「
特
定
の
人
物
の
間
で
代
々
と
教
え
が
継
承
さ
れ
て
い
く
様

を
示
す
」
場
合
と
、「
不
特
定
多
数
に
教
え
が
続
々
と
広
が
っ
て
い
く
様
を
示
す
」
場
合
の
、
説
相
の
異
な
る
二
つ
の
系
統
が
認
め
ら

れ
た
。
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
者
の
著
作
に
見
ら
れ
る
「
伝
灯
」
の
語
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
二
つ
の
系
統
の
ど
ち
ら
の
意
味
で
用
い

ら
れ
て
い
る
の
か
は
、「
伝
灯
」
の
語
の
み
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
前
後
の
文
脈
で
判
断
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
は
じ
め
に
」
で
引
用
し
た
『
第
25
代
専
如
門
主 

伝
灯
奉
告
法
要 

団
体
参
拝
募
集
要
項
』
で
の
「
伝
灯

奉
告
法
要
」
の
解
説
を
見
直
し
て
み
る
と
、

専
如
門
主
は
、
平
成
26
年
６
月
６
日
に
法
義
の
伝
統
を
継
承
し
、
第
25
代
門
主
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
伝
灯
奉
告
法
要
は
、
宗
祖
親

鸞
聖
人
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
「
浄
土
真
宗
の
み
教
え
」（
法
灯
）
を
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
阿
弥
陀
如
来
と
親
鸞
聖
人
の
御
前
に

奉
告
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
こ
の
法
要
を
機
縁
と
し
て
、
お
念
仏
の
み
教
え
が
広
く
伝
わ
る
こ
と
を
願
い
、
宗
門
内
外
に
よ
び
か

け
て
、
一
人
で
も
多
く
の
方
々
に
参
拝
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
し
て
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
宗
門
に
と
っ
て
大
切
な
ご
法
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要
で
あ
り
ま
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
前
半
の
下
線
部
は
「
伝
灯
」
の
語
義
の
中
の
「
代
々
と
教
え
が
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
」
に
当
た
り
、
後
半
の
波
線

部
は「
多
数
の
人
に
教
え
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
」に
当
た
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。「
伝
灯
奉
告
法
要
」は
、や
や
も
す
れ
ば「
伝

灯
」の
語
の
一
側
面
で
あ
る「
代
々
と
教
え
が
継
承
さ
れ
て
い
く
様
」を
意
味
す
る
こ
と
と
し
て
解
説
さ
れ
が
ち
な
所
が
あ
る
。
し
か
し
、

「
伝
灯
」の
語
は「
多
数
の
人
に
教
え
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
」と
の
意
味
に
も
由
来
す
る
言
葉
で
あ
り
、そ
の
こ
と
は「
伝
灯
奉
告
法
要
」

の
解
説
の
中
に
お
い
て
も
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

【
註
】

（
１
） 『
第
25
代
専
如
門
主 

伝
灯
奉
告
法
要 

団
体
参
拝
募
集
要
項
』（
宗
門
伝
灯
奉
告
法
要
団
参
本
部
団
参
部
伝
灯
奉
告
法
要
参
拝
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
五
年
）

参
照
。

（
２
） 『
楞
伽
師
資
記
』
の
撰
述
年
代
に
つ
い
て
は
、
開
元
四
年
（
七
一
六
年
）
が
通
説
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
、
千
田
た
く
ま
氏
に
よ
っ
て
開
元
十
八
年

（
七
三
〇
年
）以
降
の
撰
述
で
あ
る
と
の
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
千
田
た
く
ま「『
楞
伽
師
資
記
』の
撰
述
年
代
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』五
六
巻
一
号
、

二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
３
） 

柳
田
聖
山
『
初
期
の
禅
史
Ⅰ
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）
三
二
一
頁
。

（
４
） 

柳
田
聖
山
『
初
期
の
禅
史
Ⅰ
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）
三
二
二
頁
。

（
５
） 『
大
正
蔵
』
巻
三
十
・
一
三
二
上

（
６
） 

翻
訳
に
際
し
て
は
、梶
山
雄
一
「
中
観
派
の
十
二
支
縁
起
解
釈
」（
御
牧
克
己
編
『
梶
山
雄
一
著
作
集
（
中
観
と
空
Ⅱ
）』
第
五
巻
、二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
７
） 

む
し
ろ
訳
語
と
し
て
は
、帛
尸
梨
蜜
多
羅
訳
『
仏
説
灌
頂
経
』
巻
一
・
八
や
、僧
伽
跋
陀
羅
訳
『
善
見
律
毘
婆
沙
』
巻
二
・
四
・
六
に
見
ら
れ
る
「
師
師
相
承
」

の
語
が
、
教
え
が
代
々
継
承
さ
れ
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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（
８
） 「
自
灯
明
、
法
灯
明
」
の
言
葉
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
典
中
に
は
教
え
を
灯
火
に
喩
え
る
用
例
が
散
見
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
教
え
が
継

承
さ
れ
る
こ
と
を
灯
火
に
喩
え
る
用
例
に
限
っ
て
検
討
を
進
め
て
い
く
。

（
９
） 『
大
正
蔵
』
巻
十
四
、五
四
三
中
。

（
10
） 
石
田
瑞
麿
『
維
摩
経
（
東
洋
文
庫
67
）』（
平
凡
社
、
一
九
六
六
年
）
五
四
頁
。

（
11
） 『
大
正
蔵
』
巻
二
五
・
七
五
五
中
。

（
12
） 『
新
卍
続
蔵
』
巻
九
・
五
三
一
上
中
。

（
13
） 

末
光
愛
正
『
吉
蔵
の
面
授
と
相
承
』（『
駒
沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』
十
四
号
、
一
九
八
〇
年
）
参
照
。

（
14
） 『
大
正
蔵
』
巻
四
五
・
三
六
下
。

（
15
） 

中
国
に
お
け
る
華
厳
宗
の
祖
統
説
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
吉
田
剛
（
叡
禮
）「
中
国
華
厳
の
祖
統
説
に
つ
い
て
」（
鎌
田
茂
雄
博
士
古
稀
記
念
会
編
『
華

厳
学
論
集
』、
大
蔵
出
版
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
16
） 『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』
一
・
一
二
五
八
頁
。

（
17
） 『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
四
巻
（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
三
三
年
）
三
〇
六
七
頁
。
引
用
に
際
し
て
は
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
。

（
18
） 

鸞
宿
『
浄
土
伝
灯
総
系
譜
』
巻
上
「
凡
論
宗
承
、
大
率
有
二
。
一
謂
依
用
、
二
謂
口
決
。
其
依
用
者
、
所
謂
、
敬
慕
古
賢
道
風
、
承
襲
芳
躅
、
雖
非
親

承
為
其
門
人
。
故
称
之
為
依
用
相
承
。
其
口
決
者
、
所
謂
、
面
拜
伝
宗
明
師
、
直
聞
真
決
、
踏
其
操
履
、
火
伝
所
承
。
故
称
之
為
口
決
相
承
」。（『
浄
土

宗
全
書
』
巻
十
九
・
二
）。

（
19
） 

柳
田
聖
山
『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
六
七
年
）
十
七
〜
十
八
頁
。

（
20
） 

北
條
勝
貴
「
聖
地
を
め
ぐ
る
言
説
・
儀
礼
・
実
践
」（
藤
巻
和
宏
編
『
聖
地
と
聖
人
の
東
西
─
起
源
は
い
か
に
語
ら
れ
る
か
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
）、

師
茂
樹
『『
大
乗
五
蘊
論
』
を
読
む
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
21
）『
大
正
蔵
』
巻
五
十
・
三
二
四
上

（
22
）
慧
皎
／
吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
訳
『
高
僧
伝
（
一
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
四
四
〜
四
五
頁
。

（
23
）『
大
正
蔵
』
巻
五
十
・
三
四
三
下

（
24
）
慧
皎
／
吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
訳
『
高
僧
伝
（
一
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
三
二
六
頁
。
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【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　

東
ア
ジ
ア
仏
教
、
教
え
の
継
承
、
伝
灯


